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吸収分割に関する事前開示事項 

（会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に定める書面） 

 

 

当社は、株式会社Ｃｏｏｐｅｌ（以下「Ｃｏｏｐｅｌ社」といいます。）との間で、当社

を分割会社、Ｃｏｏｐｅｌ社を承継会社とし、2024 年６月３日を効力発生日として、当社

の「Coopel」の名称で運営する RPA事業（以下「本件事業」といいます。）に関する権利義

務をＣｏｏｐｅｌ社に承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）に関する契約

を締結いたしました。 

本件分割に関する事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782条第１項第２号） 

別紙に記載のとおりです。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第１号） 

本件分割に際して、Ｃｏｏｐｅｌ社は、当社に対して現金１円を交付します。かか

る対価につきましては、承継対象となる資産及び負債の額並びに本件事業の事業性を

勘案し、両者協議の上、決定したものであり、分割対価は相当であると判断しており

ます。 

 

３．分割と同時に行う剰余金の配当等に関する事項（会社法施行規則第 183条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第３号） 

該当事項はありません。 

 

５．吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第４号） 



（１）成立の日における貸借対照表 

Ｃｏｏｐｅｌ社の成立の日（2024 年４月１日）における貸借対照表は以下のとお

りです。 

 

（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部） 

流動資産 

 

 

10 

 

（純資産の部） 

 資本金 

  

 

10 

 

資産合計 10 負債純資産合計 10 

 

（２）成立日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３）成立日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

 

６．吸収分割会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第５号） 

当社において、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

① 期末配当 

当社は、2023 年６月 26日を効力発生日として、当社の普通株式１株につき金 20

円（総額 2,227百万円）の剰余金の配当を行いました。 

② 当社持分法適用会社における資金調達 

当社持分法適用会社である GO株式会社は、2023 年８月９日付で、金融投資家１

社を割当先とする第三者割当増資による資金調達を実施いたしました。これによ

り、当社の同社に対する持分比率は 25.9％（2023 年３月期末は 28.1％。なお、

2023年 12月末時点では 25.75％）となりました。これに伴い、2024年３月期第

１四半期に、所有持分が減少したことによる損益への一時的な利益影響 2,429百

万円を持分法による投資損益に認識することとなりました。 

③ 減損損失等の計上 

当社は 2024 年３月期第３四半期（連結）累計期間の決算において、減損損失等

を計上いたしました。 

 連結決算（IFRS）においては、当第３四半期において、ゲーム事業に係るソフ

トウェア等の資産に関する減損損失 11,462 百万円や、のれんの減損損失 15,526



百万円等、総額 27,628 百万円の減損損失をその他の費用に計上いたしました。

また、当第３四半期において、持分法で会計処理している SHOWROOM 株式会社に

対する投資について、5,943百万円の持分法による投資損失を認識しております。 

 個別決算（日本基準）においては、2024 年３月期に関係会社株式評価損 20,000

百万円を特別損失として計上する見込みです。 

 

７．債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第６号） 

（１）吸収分割会社（当社）について 

当社の最終事業年度末日（2023年３月 31日）現在の貸借対照表における資産の額

及び負債の額はそれぞれ 231,794 百万円及び 73,681百万円であるところ、本件分割

によりＣｏｏｐｅｌ社に承継する予定の資産及び負債の額はそれぞれ 1.9 百万円及

び 21.9 百万円であることから、本件分割後においても当社の資産の額は、負債の額

を十分に上回ることが見込まれます。 

また、本件分割後の当社の収益状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼす

ような事態は、現在のところ予測されていません。 

以上より、本件分割後においても、当社の債務については、履行の見込みがある

と判断いたします。 

（２）吸収分割承継会社（Ｃｏｏｐｅｌ社）について 

Ｃｏｏｐｅｌ社の設立の日における貸借対照表は５．（１）に記載のとおりである

ところ、当社がＣｏｏｐｅｌ社に承継させる予定の資産の額及び負債の額は最終事

業年度末日（2023 年３月 31 日）現在においてそれぞれ 1.9 百万円及び 21.9 百万円

であるため、本件分割の効力発生日においてＣｏｏｐｅｌ社の資産の額は負債の額

を下回ることが見込まれております。しかしながら、効力発生日以後においてはＣ

ｏｏｐｅｌ社の親会社である株式会社デライト・ビルダーが資金支援を行うととも

に、Ｃｏｏｐｅｌ社が資金を調達することにより財務基盤を安定化させる見込みで

す。 

以上より、現時点においては本件分割後においてもＣｏｏｐｅｌ社の債務の履行

の見込みがあると判断いたします。 

 

以上 



別紙 吸収分割契約書 

 

（次頁以降に添付のとおり） 

 
















